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令和７年１２月２２日 

～不正改造車７台に対し整備命令を発令～ 
京都リサーチパーク前・五条通（国道９号）で街頭検査を実施 

 

近畿運輸局京都運輸支局では、自動車技術総合機構、京都府警察本部及び京都府下

京警察署と連携し、京都リサーチパーク前・五条通（国道9号）周辺で騒音等の迷惑

行為を繰り返す不正改造車をターゲットとした街頭検査を実施し、使用者に整備命令

を発令しました。 

【概要】 

◎実施場所  京都府京都市下京区中堂寺粟田町91番地先 五条通（国道9号） 

◎実施日時  令和７年１２月２０日（土）２０時 ～ ２３時 

◎検査実施台数      １７台 

◎整備命令書交付台数    ７台 

◎総出動員数       ３８名 

（近畿運輸局、京都運輸支局、（独）自動車技術総合機構近畿検査部、京都府警

察本部、京都府下京警察署 ※順不同） 

不正改造の主な内容 

 

 

 

 

※整備命令とは、道路運送車両の保安基準に適合していない自動車について、道路運

送車両法に基づき発令し、不良箇所等の改善を指示するとともに、改善の確認を行う

ものです。 

 問い合わせ先 

（所属）京都運輸支局 検査整備保安部門 湯原・東田 

（電話） ０７５－６８１－９７６４ （17時15分まで） 

    （音声ガイダンスが流れたら「３」） 

 

配付先 ：京都府政記者クラブ 

京都経済記者クラブ 

同時配布：青灯クラブ/陸運記者会 
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・回転部分の突出 

・点滅灯火の取付 

・消音器取り外し等 

  


